
 

 

本紙は大学組合ｗｅｂサイトｈｔｔｐ：//www.boreas.dti.ne.jp/daito-un/ にも掲載しています。 

本紙へのご投稿、ご意見、ご質問は daito-un@boreas.dti.ne.jp  にお寄せください。 

今年 1 月から組合連合および大学組合の委員長を務めていた北澤恒人教授（社会学部社会学科）は、8 月初

旬に病気手術のため、入院され、10 月に復帰を予定されていましたが、来年 3 月まで療養が長引くことが 8

月末に判明し、大学への復帰も早くて来年 4 月というご連絡をご家族から頂戴しました。 

そこで組合連合では 12 月の次期執行部選挙までの委員長代行を決めるべく、9 月 2 日に連合執行委員のメ

ンバーを中心に会議を開き、下記の通り、連合委員長の代行は今井先生に、大学組合の委員長代行は大杉が行

うことを決めました。今井先生は既に連合組合において副委員長として活動されていますが、副委員長が委員

長の代行を行うという規定に基づき、あらためてお願いをした次第です。 

他方、大学につきましては、本来であれば、連合と同様、牧山悟郎副委員長が代行するのが順当ではあるも

のの、事務方である牧山副委員長は時間的拘束があり、教員のようには柔軟に動きにくいという判断から、牧

山副委員長と他の執行委員とも話し合った結果、書記長の大杉が代行をつとめることになりました。 

いずれにせよ、北澤委員長の 1 日も早いご回復をお祈りするばかりですが、組合連合並びに大学組合の活動

を引き続き円滑に進めていきたいと思っておりますので、今後も皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げま

す。                                         （大杉由香） 

 

 

 

 

 

有期雇用職員の待遇に関する事務折衝報告 

緊急報告：組合連合・大学組合委員長代行に関するお知らせ 
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＜次期組合執行部発足までの委員長代行＞ 

連合：  今井 純  連合副委員長   （第一高校） 

大学組合：大杉 由香 大学組合書記長（スポ健・スポーツ科学科） 
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＜今回の規則改正で改定される事項＞ 

・アルバイト職員時給：1000円→1020円 

・嘱託臨時職員、研究補助員、教育補助員給与：時給換算で 20円増額 

・アルバイト職員有給休暇：週 5日以上勤務者 2日→3日、週 4日勤務者 0日→2日 付与に 
 ※勤務日数により異なります。勤務が週 3 日以内の場合は有給休暇付与の対象外となります。 

9 月 10 日（火）、令和元年度の地域別最低賃金の改定に伴うアルバイト職員・嘱託職員・臨時職員・研究

補助員・教育補助員の給与改定について学園と組合連合の事務折衝が行われました。 

組合連合としては最低賃金に沿うよりも、さらに高い時給が理想であると伝えましたが、この改定による人

件費の増加や、現状の聞き取りによると、アルバイト職員の中には扶養の範囲で働きたい方が多く、勤務時間

数が限られることによる業務への支障がでるのではないかという説明を受け、今回は 20 円の増額とする内容

で過半数代表者の意見書提出依頼を行うことを確認しました。規則改正は最低賃金の改定に合わせて、10 月

1 日から施行されます。 

また、今春闘における交渉で回答を得たアルバイト職員の有給休暇日数増について、週５日以上勤務する方

は 5 ヵ月毎の雇用期間中にこれまでの 2 日から 3 日に、週 4 日勤務する方はこれまで０日でしたが、新たに

2 日の有給休暇が付与されるよう、10 月から規則改定が行われることとなりました。 


